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287 帳票印字項目・諸元表 0120062

0120063

納税通知書

（土地・家屋・

償却資産）

整理番号の追加 各業務で附番された通知書番号だけではなく、統一の整理番号（宛

名番号）も必須と考える。

窓口対応・電話対応の際に各業務で附番された通知書番号ではな

く、統一の整理番号を確認を行う

報告 類似のご意見が多数寄せられているため、FAQの記載と重複するもの

の、仕様の見やすさを考慮し、帳票要件における「土地（補充）課

税台帳（閲覧用）」の要件の考え方・理由欄に、以下の文言を追

加します。

「宛名番号（納税義務者番号含む。）については、当該番号から個

人情報を特定できる可能性が高いため、宛名番号を帳票に明記する

ことを禁止している団体もあることから、標準仕様書においては宛名番

号の項目印字を定めていない。

ただし、各団体の判断において、備考欄や帳票レイアウト外へ印字す

ることは可能なものとする（以下、全ての帳票について同様。FAQ

No.31と同様の方針。 ）。」

賛成 承知しました。 賛成 賛成

3 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、

帳票要件の「土地（補充）課税台帳（閲覧用）」の要件の考え方・理由欄に、以下

の文言を追加します。

「宛名番号（納税義務者番号含む。）については、当該番号から個人情報を特定でき

る可能性が高いため、宛名番号を帳票に明記することを禁止している団体もあることから、

標準仕様書においては宛名番号の項目印字を定めていない。

ただし、各団体の判断において、備考欄や帳票レイアウト外へ印字することは可能なものと

する（以下、全ての帳票について同様。FAQ No.31と同様の方針。 ）。」

294 帳票レイアウト 納税通知書

（土地・家屋・

償却資産）

12 納付場所 ●●市役所 本庁及び●●支所 例年、納付場所について住民からの問い合わせがあるため。 報告 類似のご意見が多数寄せられているため、仕様書本編の記載と重複

しますが、仕様の見やすさを考慮し、帳票要件における「土地（補

充）課税台帳（閲覧用）」の要件の考え方・理由欄に、以下の文

言を追加します。

「外部帳票・内部帳票において印字される定型文（通知内容や教

示文等）については、地方団体において条例等で定める内容も多い

ため、本仕様書において詳細の定義は行っていない。（以下、全ての

帳票について同様。税務システム標準仕様書　「外部帳票・内部帳

票における定型文の取扱い」と同様の方針。）」

納付場所として印字するにはエリアが小さ

く、当該項目を活用することを想定してお

り、結果として裏面へ記載することになる懸

念があります。

賛成 賛成

2 0 0

概ね反対意見はないため、記載の通りに反映します。

ただし、頂戴した指摘のとおり、想定していない多くの印字項目にて同様の対応が可能と

解釈される表記はさけるべきであり、以下の表記を提示致します。

「外部帳票・内部帳票において印字される定型文（通知内容、教示文、問い合わせ

先、納付場所）については、地方団体において条例等で定める内容も多いため、本仕

様書において詳細の定義は行っていない。また、固定文言は各地方団体の判断のもと

帳票の裏面に記載する等の対応も可とする。（以下、全ての帳票について同様。税務

システム標準仕様書　「外部帳票・内部帳票における定型文の取扱い」と同様の方

針。）」

※今回の全国意見照会においては問い合わせ先と教示文のみにてご意見を頂戴しまし

た。

351 帳票印字項目・諸元表 120007 家屋（補充）

課税台帳（閲

覧用）

10 登記情報

種類

桁数　10 桁数　14 複数の種類をもつ建物に対応するため 種類を複数登録している建物の種類をすべて表記する 報告 ご意見を踏まえてAPPLIC税TFにも確認のうえ、「種類」の桁数を増や

せないか検討し、可能な場合は増やします。

ただし、桁あふれ対応は、税共通側で要件化済みです。

※現時点の想定

修正前：10

修正後：18/2

＜対象帳票＞

家屋（補充）課税台帳（閲覧用）

名寄帳兼（補充）課税台帳（土地・家屋・償却資産）

名寄帳兼（補充）課税台帳（土地・家屋）

課税明細書

評価証明書（土地・家屋）

公課証明書（土地・家屋・償却資産）

公課証明書（土地・家屋）

台帳登録登記事項証明書

滅失証明書

桁溢れは極力控えるべきだと考えます。そ

のため、代表的な種類だけでも良いのでは

ないかと考えます。

賛成 賛成

2 0 0
検討の結果、他の項目の印字領域を縮小する余地がないため、本検討事項は従来通り

のレイアウトと致します。

352 帳票印字項目・諸元表 120007 家屋（補充）

課税台帳（閲

覧用）

11 登記情報

構造

桁数　10 桁数　25 複合構造建物に対応するため 構造を複数登録している建物の構造をすべて表記する 報告 ご意見を踏まえてAPPLIC税TFにも確認のうえ、「構造」の桁数を増や

せないか検討し、可能な場合は増やします。

ただし、桁あふれ対応は、税共通側で要件化済みです。

※現時点の想定

修正前：10

修正後：18/2

＜対象帳票＞

家屋（補充）課税台帳（閲覧用）

名寄帳兼（補充）課税台帳（土地・家屋・償却資産）

名寄帳兼（補充）課税台帳（土地・家屋）

課税明細書

更正（価格）決定通知書（土地・家屋・償却資産）

更正（価格）決定通知書（土地・家屋・償却資産）

更正（価格）決定通知書（土地・家屋）

更正（価格）決定通知書（土地・家屋）

評価証明書（土地・家屋）

評価証明書（土地・家屋）

公課証明書（土地・家屋・償却資産）

公課証明書（土地・家屋・償却資産）

公課証明書（土地・家屋）

公課証明書（土地・家屋）

台帳登録登記事項証明書

滅失証明書

桁溢れは極力控えるべきだと考えます。そ

のため、代表的な種類だけでも良いのでは

ないかと考えます。

賛成 賛成

2 0 0
検討の結果、他の項目の印字領域を縮小する余地がないため、本検討事項は従来通り

のレイアウトと致します。

376 帳票印字項目・諸元表 120064

120065

納税通知書 57 電話番号 桁数　26 桁数　26　　行　５ 係ごとの直通番号があるため、問い合わせ内容に応じて窓口を変えた

い。

係ごとの直通番号があるため、問い合わせ内容に応じて窓口を変えた

い。

報告 税共通の記載と重複しますが、仕様の見やすさを考慮し、帳票要件に

おける「償却申告案内（汎用紙）」の要件の考え方・理由欄に、以

下の文言を追加します。

『　連絡先（問合せ先）については、税共通　機能ID：0160112

と同様の方針です（以下、「お問い合わせ先」の項目が定義されてい

る帳票について同様です。）。「帳票の連絡先（問合せ先）につい

て、各項目（連絡先、部署名、氏名等）を任意に設定・修正できる

こと。」　』

賛成 承知しました。 賛成 賛成

3 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

380 帳票印字項目・諸元表 120001 土地（補充）

課税台帳（閲

覧用）

6 住所又は所在地 「住所又は所在地」の「その他編集条件」欄に、次の文言を追加

ブランクにして発行又はDV被害者等の「住所に代わる事項」に切り替

えて発行できること。

DV被害者等の保護に係る地方税法改正を反映。機能要件の記載

と整合性をとるため。

DV被害者等支援措置を受けている者について発行する際、住所を

省略するか、「住所に代わる事項」を表示して発行する。

現行システムでは、「住所に代わる事項」を管理する機能は未実装で

すが、住所の省略・自由編集ができるようになっています。

報告 税共通の記載と重複しますが、仕様の見やすさを考慮し、固定資産

税の機能要件　機能ID：0120250の備考欄に、以下の文言を追

加します。

『宛名情報に「支援措置情報・要注意情報」が設定されている場合

における発行抑止機能等は、税共通機能ID:0160049-

0160051を参照。』

賛成 承知しました。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であること

を申し添えます。

3 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、以下の記載の通りに反映

します。

482 帳票印字項目・諸元表 120068 課税明細書 22 課税地積のうち小

規模住宅用地地

積（㎡）

現行の名寄帳兼（補充）課税台帳に記載されておらず、また項目

が増えることで納税義務者の混乱を招く恐れがあるため。

質問 ご意見を踏まえて備考に印字する項目として整理し、明細行を増やす

方向で検討できればと考えております。

別添「【WT資料④】各種帳票（変更案）.xlsx」の課税明細書のと

おりレイアウトの修正案「課税明細書 (納付書サイズ) (新版)」、「課

税明細書(A4縦)(案)」のとおりとしてよいか、ご意見をお聞かせくださ

い。

４明細とすることが望ましいと考えます。

現行システムでは、課税明細書があふれた

場合、納税通知書とは別の封筒でまとめて

発送しています。「質問内容」の氏名、住

所欄では窓枠に印字出来ないことから、窓

枠に印字することを考慮したレイアウトに変

更できないか検討いただきたいと思います。

また、A4縦の様式についても同じです。

課税明細書は土地と家屋で印字項目が異なりま

す。

それぞれの印字対象外欄の網掛けは、固定なの

でしょうか。それとも印刷時に黒塗りなどにより印字

するのでしょうか。

賛成 賛成 問題ありません。

各物件ごとの備考欄とは別に設けられてい

る備考欄の必要性についてはご検討いただ

ければと思います。

賛成 反対 混合用途の場合、各内訳がわからないと評価額か

ら税額計算までの説明が行えません。現在のレイア

ウトの場合、備考欄に収まらないと考えられるため、

修正前に戻していただきたいです。

賛成 現行も記載がないため。 賛成 賛成 賛成

市区町村の実務に関する事項のた

め、回答を控えます。
7 1 0

WTにて頂戴した意見を踏まえ

課税明細書（納付書サイズ）の場合は３明細、

課税明細書 (A4縦)の場合は８明細

にレイアウトを修正します。なお、レイアウト修正に伴う、共通備考、問い合わせ先、明細

書本文、送付先は削除しました。

521 帳票印字項目・諸元表 120058 名寄帳兼（補

充）課税台帳

（土地・家

屋）

区分所有分の軽

減税額

新規追加 台帳上で確認できるとわかりやすいため 台帳上で確認できる 報告 以下の帳票の印字項目・諸元表の誤記載を修正します。

帳票ID:0120057 項番52土地-減免税額

帳票ID:0120058 項番61土地-減免税額

修正前：内容欄「区分所有分の減免税額」

修正後：内容欄「土地の減免税額」

賛成 承知しました。 賛成 賛成

3 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

568 帳票印字項目・諸元表 120057 名寄帳兼（補

充）課税台帳

（土地・家屋・

償却資産）

19 地積（登記） 桁数　7,2 桁数　8,2 他の頁では地積、面積は「8,2」とあるため。 他の頁では地積、面積は「8,2」とあるため。 報告 意見のとおりに諸元表の桁数を修正します。

名寄帳兼（補充）課税台帳（土地・家屋・償却資産）

名寄帳兼（補充）課税台帳（土地・家屋）

「地積（登記）」の桁数

修正前：桁数　7/2

修正後：桁数　8/2

賛成 承知しました。 賛成 賛成

3 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

579 帳票印字項目・諸元表 120057 名寄帳兼（補

充）課税台帳

（土地・家屋・

償却資産）

54 合計筆数 合計筆数

定義が曖昧です。

合計筆数の定義を明確にする。厳密な筆数なのか、評価分割（一

筆を複数に分けて課税）がある場合は、評価対象土地のレコード数・

件数なのか不明です。

合計筆数とは何を以って数えるのか不明。 名寄せ、課税明細に乗っている物件数なのか、狭義（登記）の筆数

なのか明確にする。

質問 地方団体より、名寄帳等に記載する合計筆数について、登記の筆数

なのか、評価対象土地のレコード数で管理している筆数なのか定義が

曖昧との意見がございました。

ご意見を踏まえ、帳票印字項目の名寄帳、課税明細書、資産証明

書の合計筆数の欄の備考欄に「登記の筆数なのか、評価対象土地

のレコード数で管理している筆数かはシステムの実装に委ねる。」の記

載を明記することを検討していますが、よろしいでしょうか。（同様に検

討が必要な帳票があればご教示ください。）

賛成 問題ございません。 賛成 賛成 意見なし 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 意見あり 括弧内の文章をそのまま記載されても、

合計筆数が登記筆数かレコード数なの

かわからないかと思います。合計筆数に

ついて、括弧内の文言を備考欄まで使

用し詳しく明記する必要はないかと思わ

れます。

賛成 賛成 賛成 賛成 異論ありません。

11 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、

帳票印字項目の名寄帳、課税明細書、資産証明書の合計筆数の欄の備考欄に「登

記の筆数なのか、評価対象土地のレコード数で管理している筆数かはシステムの実装に

委ねる。」の記載を明記することといたします。

またベンダ事業者から、筆数だけでなく家屋の棟数についても同様ではないかとの意見がご

ざいましたので、

家屋についても同様に明記することといたします。

620 帳票レイアウト 120068 課税明細書

（納付書サイ

ズ）

地積 地積 地積

（㎡）

単位を記載 単位を記載 報告 以下の帳票の帳票レイアウトについて、指摘のとおりに記載漏れを修

正する（単位を記載します）。

帳票ID：0120068,0120069

修正前：地積

修正後：地積（㎡）

賛成 承知しました。 賛成 賛成

3 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

655 帳票レイアウト 120069 課税明細書

(A4縦)

16 現況階層 ３列目：現況階層 ３列目：現況屋根 記載項目の誤りではないでしょうか 報告 帳票ID0120068,ID0120069について、意見のとおりに帳票レイア

ウトの誤記を修正します。

賛成 承知しました。 賛成 賛成
3 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

656 帳票要件 120069 課税明細書

(A4縦)

機能要件の補足資料(8.1.1.)_課税明細書（ファイルレイアウト）

項番46：構造、項番:48屋根の桁数/行が全角５文字となっている

が、桁数を構造で１５文字程度、屋根で１０文字程度にできない

か。

桁数が大きくできるのあれば、略称を用いる必要がないため、わかりやす

い。

報告 ご意見を踏まえてAPPLIC税TFにも確認のうえ、「課税明細書」の以

下の桁数を増やせないか検討し、可能な場合は増やします。

※現時点の想定

項番36：構造

 修正前：桁数5

 修正後：桁数20

項番:38屋根

 修正前：桁数5

 修正後：桁数20

賛成 承知しました。 賛成 賛成 ポイントサイズは８を維持したいと考えております。

3 0 0
検討の結果、他の項目の印字領域を縮小する余地がないため、本検討事項は従来通り

のレイアウトと致します。

707 帳票印字項目・諸元表 120057 名寄帳兼（補

充）課税台帳

（土地・家屋・

償却資産）

23 小規模住宅用地

地積（㎡）

… … 表示項目が増加すると帳票として見にくくなり結果的に納税者の負担

になる。また、物件が多いと帳票枚数が増え、用紙や印刷にかかる費

用が現行より増加するため。

現行の帳票での運用 質問 ご意見を踏まえて備考に印字する項目として整理し、明細行を増やす

方向で検討できればと考えております。

別添「【WT資料④】各種帳票（変更案）.xlsx」の課税明細書のと

おりレイアウトの修正案「課税明細書 (納付書サイズ) (新版)」、「課

税明細書(A4縦)(案)」のとおりとしてよいか、ご意見をお聞かせくださ

い。

賛成 問題ございません。 賛成 賛成 賛成 賛成 特に意見はありません。 賛成 反対 混合用途の場合、各内訳がわからないと評価額か

ら税額計算までの説明が行えません。現在のレイア

ウトの場合、備考欄に収まらないと考えられるため、

修正前に戻していただきたいです。

賛成 現行も記載がないため。 賛成 賛成 賛成

市区町村の実務に関する事項のた

め、回答を控えます。
10 1 0 内訳を明記して欲しいとの意見を踏まえ、レイアウトは修正しません。

746 帳票レイアウト 0120062

0120063

0120064

0120065

0120066

納税通知書 （千円未満切り捨て） レイアウト上の「百円未満切り捨て」表記の削除にあわせ、課税標準

の「（千円未満切り捨て）」も削除することで、端数計算の表現の有

無を統一できるため

レイアウト上の「百円未満切り捨て」表記の削除にあわせ、課税標準

の「（千円未満切り捨て）」も削除することで、端数計算の表現の有

無を統一できる、かつ個人住民税の納税通知との整合性もはかれるた

め

質問 前回のWTにおいて、納税義務の承継を考慮した場合、年税額は

100円未満切り捨てとならないケースがあることから、納税通知書への

｢(百円未満切り捨て)｣の表現を削除いたしましたが、同様に千円未

満切り捨てについて意見がございました。

賛成 問題ございません。 賛成 賛成 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 賛成 現状も記載がないため。 賛成 当市の納税通知書も左記のような表記

はありません。意見にもあるように表記に

ついて統一した方が混乱を招かないと思

います。

賛成 賛成 賛成 異論ありません。

12 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

機能ID：0120062、0120063、0120064、0120065、0120066、0120067

1304 帳票要件 現所有者申告書と相続人代表者指定届を兼ねた帳票を標準オプ

ションとして追加

現所有者申告書と相続人代表者指定届を兼ねた帳票を標準オプ

ションとして追加の検討をお願いします。

理由：「固定資産税の現所有者申告制度に係る質疑応答について

（令和２年４月13日総務省自治税務局固定資産税課事務連

絡）」には兼ねることを可能とする見解が記されているため、当市にお

いて、現時点において現所有者申告書と相続人代表者指定届を兼

ねております。

左記に同じ 質問 過去通知との整合性を合わせるため、現所有者申告書と相続人代

表者指定届を一体とした帳票を出力する帳票要件を標準オプション

帳票として要件化することを検討していますがよろしいでしょうか。

賛成 問題ございません。 賛成 賛成 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 賛成 賛成 特に問題ありません。 賛成 賛成 なお、現行、相続人代表者指定届は

他税目と共通で使用しているため、左

記オプション帳票を使用するかは未定で

す。

賛成 異論ありません。

12 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、

「固定資産税の現所有者申告制度に係る質疑応答について（令和２年４月13日総

務省自治税務局固定資産税課事務連絡）」との整合性を合わせるため、現所有者申

告書と相続人代表者指定届を一体とした帳票を出力する帳票要件を標準オプション帳

票として要件化することといたします。

1317 帳票レイアウト ID01200

62

納税通知書

（土地・家屋・

償却資産）

21 納税義務者氏名

又は名称

該当無し 納税義務者氏名の表示を、宛先以外に表示項目を確保する。 現様式では、「あなたの固定資産税・都市計画税は次のとおりです。」

と記載されているが、納税義務者氏名の表示が無い。送付先宛名欄

が「あなた」に当たるかもしれないが、例えば通知書番号欄の下に「納

税義務者氏名」欄を設けるべきである。なお、他の多くの帳票には納

税義務者氏名の記載欄がある。

市民に対し、納税義務者氏名を明確に告知するため 質問 納税通知書上、納税義務者の指名・住所を表題として明記した上で

記載する欄が設けられてないため、要否についてご意見をお聞かせくだ

さい。

※現行は、送付先欄で充足されている整理としておりました。

反対 「●●様（納税義務者）分」表記が定

義されていますので、通知書番号下への納

税義務者名の表示は不要と考えます。

反対 反対 納税通知書に住所・氏名があり、同じ用紙

内に「あなたの固定…」とあるので、改めて納

税義務者氏名を明確にする必要はないと考

えます。

当市の現行システムでも、改めて納税義務者

氏名を明確にはしていません。

送付先欄に「納税義務者または納税管理

人等」などの一文を設けることで、足りるかと

思います。

反対 そもそも納税義務者に送られるため、「あなた」という表

現で十分だと思う。例えば、「あなた」→納税義務者

の氏名に変えると、印刷エラーのおそれやその確認

（システム標準化初年度は必須かも）が膨大な件数

に及ぶため困難であり、あえて「あなた」のままのほうが

都合がよいと思う。

反対 不要と考えます。 反対 本市の現状も送付先欄での表示となっ

ているが、特段問題となっていないた

め。

その他 当市の納税通知書には、「納税義務者

氏名」欄は設けておりません。送付先や

管理人か設定されている場合にも送付

先欄に「～様分」と記載してあるのでこち

らをもって納税義務者が誰なのか確認で

きるのではないかと考えます。そのため、特

に必要ないと思います。

反対 送付先宛名欄に記載されるもので十分

なため、特別な欄は不必要であると考え

る。

その他 現行の本市納税通知書は、送付先欄

の記載で対応しているため、必須とは考

えませんが、項目が設けられても支障は

ありません。

意見 個人住民税・軽自動車税の納税通

知書と平仄を合わせて、納税義務者

の氏名・住所を記載いただく形がよいと

思います。
0 7 2 反対多数であり、明確にレイアウトを変更すべきである旨の意見がないため、現状どおりの

レイアウトとします。

1320 帳票印字項目・諸元表 ID01200

69

課税明細書 全て 全て 基本フォントサイズ（ﾎﾟｲﾝﾄ） 11 基本フォントサイズ（ﾎﾟｲﾝﾄ）を可能な限り小さくする フォントサイズが11の場合、この様式ではA4サイズで作成することは不

可能と思われる。なお、フォントを11にするためＡ３サイズで作成するこ

とは郵送事務を考えると不適切である。

フォントが11でなくても十分読めるため。 質問 課税明細書のフォントサイズ含む諸元表について、ご意見がございまし

たら、修正案をご提示のうえ、お聞かせください。

文字サイズが小さいことにより、住民からの

クレームが発生する可能性が高いと考えま

す。

「可能な限り小さくする」のは避けるべきであ

ると考えます。基本フォントサイズを原則と

し、サイズダウンは必要に応じて可能である

ことを明記ただければ問題ない認識です。

意見なし A4に印字であれば、フォントサイズ11ぐらいで

も十分見ることができます。変更は不要と思わ

れます。

特に意見はありません。 賛成 反対 見やすさの点から、フォントサイズは８ポイントを維

持したいと考えます。

納付書サイズ版については、A４版になっているよう

に見受けられます。修正案は５月のWT時に提示

した案をご参考ください。

意見あり A4サイズでおさまるフォントサイズであれ

ば問題ないです。

賛成 特に大きな問題はありません。ただ、高齢

者にとっては読みづらいのではないかと考

えます。

賛成 意見なし その他 現行本市帳票においても11未満のフォ

ントを使用しているため、11未満のフォン

トの利用も想定すべきと考えますが、納

税義務者は幅広い年代にわたるため、

文字間隔を含め、ある程度大きな文字

の方がよいと考えております。

市区町村の実務に関する事項のた

め、回答を控えます。
3 1 1

文字サイズを縮小することにより市民から問い合わせが増加する旨の懸念があったため、原

則現状の仕様と致します。

なお、帳票ID：0120058の備考欄に考え方を追記しました。

各項目間の位置関係など、帳票レイアウトと大幅な差異がなければ、幅等の完全準拠を

要求するものではない。その例として、項目の追加や順番の変更はできないが、項目の表

示・非表示の制御（印字項目・諸元表で項目の表示・非表示を定義している項目に限

る。）や長さ・太さ・色の変更、プレプリントの設定などは可とする。

No 運用想定
要件

項目名称

構成員向け区

分

（質問・報告）

質問内容
仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票ID 帳票名 項目番号

A市 B市 C市 D市 E市 F市 G市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁
事務局方針賛成 反対 その他


